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市場細分化戦略における
農協生産部会と農協系統の機能高度化
―中小規模の野菜生産部会の取組みを中心に―

〔要　　　旨〕

１　本稿の目的は，従来型の大量出荷の販売戦略とそのための生産・流通システムとの比較
により，中小規模の野菜生産部会における市場細分化戦略とそのための生産・流通システ
ムを明らかにすることである。

２　1960年代以降，大量生産，大量流通，大量消費に適した生産・流通システム(以下「従来
型の生産・流通システム」という)が形成された。その背景には，野菜の需要拡大に対応す
るために，①大規模産地育成のための政策的支援と大規模化による生産・流通面の効果，
②流通段階での中央卸売市場の整備，③小売段階でのスーパーの出現があった。

３　従来型の生産・流通システムでは，生産部会は出荷物の斉一化，農協系統は営農指導，
物流，卸売市場への分荷，出荷と代金決済にかかる事務処理等を担い，一方の卸売市場関
係者は価格形成，実需者への販売と代金回収を担当するという分担関係になっていた。

４　このような背景において，卸売市場に販売を無条件委託する農協系統にとって，大量出
荷は有利販売のための重要な戦略として位置づけられたものと考えられる。

５　しかし，80年代に入って野菜の国内消費量は停滞から縮小に向かい，またライフスタイ
ルや食に対する価値観の多様化によって，野菜消費は多様化してきた。これにより，野菜
需要を細分化しターゲットの実需者を明確化する方がニーズに適切に対応できるようにな
ってきた。本稿で紹介した，市場細分化戦略に取り組む３つの中小規模の生産部会の事例
では，生産・流通システムにおいて生産部会や農協系統が果たす機能は，従来型の生産・
流通システムとは異なっている。

６　生産部会の機能についてみれば，従来型の生産・流通システムでは，出荷規模拡大，そ
のための技術の平準化と規格・基準の斉一化において機能を発揮している。これに加えて，
市場細分化戦略に基づく生産・流通システムにおいては，ターゲットである実需者ニーズ
に対応した栽培方法，多品目の品ぞろえや契約取引のシステムの確立，および実需者との
協力関係の構築においても機能している。これらの機能を発揮できた背景には，戦略に適
合的な部会員と組織形態が存在していることがあげられる。

７　農協系統が担っている機能についても，従来型の生産・流通システムにおける，営農指
導，集荷や分荷だけでなく，企画，生産部会組成，営業，宣伝，需給調整や債権管理等に
まで拡張している。それを支えているのは，農協と経済連・全農県本部との協力体制，経
験やノウハウを蓄積しそれを生かす仕組みである。

８　従来型の大量出荷戦略に基づく生産・流通システムから市場細分化戦略に基づく生産・
流通システムに移行するには，販売戦略の変更，既存の取引先との関係，生産者の意識，
新しい生産・流通システム定着にかかる時間とリスク等に関する諸課題を克服する必要が
あろう。
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1960年代以降の野菜の需要拡大を背景

に，産地の販売戦略は大量出荷が中心であ

り，大量の出荷物を卸売市場を通じて販売

するシステムが形成されていた。80年代に

入って野菜需要は停滞から縮小に向かい，

また，消費者ニーズは多様化し，市場を細

分化しターゲットを明確にして販売する必

要性が高まってきた。

ただし，このような変化に対して，従来

型の国内の生産・流通システムではターゲ

ットとなる実需者の特定とニーズの把握に

弱点があったため十分に対応できず，商社

による業務用需要への対応が輸入野菜の増

加につながったと指摘されている。

そこで本稿では，指定産地でない中小規

模の産地段階における取組みに焦点を当て

て，市場を細分化し，ターゲットの最終実

需者を明確にした戦略とその生産・流通シ

ステムについて，従来型の同質な需要を想

定した大量出荷の販売戦略およびその生

産・流通システムとの比較により明らかに

したい。

本稿の構成は次のとおりである。まず，

野菜の需要拡大期において産地が大量出荷

戦略を採用した背景と，農協共販と卸売市

場を中心とする生産・流通システムについ

て既存の研究により概観する。次に，消費

者や実需者ニーズの多様化の状況をみた上

で，産地段階で対応するための販売戦略と

その生産・流通システムを事例により整理

する。最後に，新たな販売戦略と生産・流

通システムに移行する際の課題を考察す

る。

（注１）表題の「市場細分化戦略」とは，市場全体
を異なる複数の市場に分類し，特定あるいは全
ての市場のニーズに応じたマーケティングを行
う戦略のこと。
なお，ここでの市場とは，ある商品やサービ
スに顕在的あるいは潜在的な関心をもち，その
商品やサービスに対して対価を支払うことがで
きる人と組織のまとまりを指す(フィリップ・コ
トラー他［2002］)。
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産地において大量出荷戦略が形成された

背景には，1960年代以降，都市部を中心に

拡大した野菜需要に対して，①大型産地育

成への政策的支援，②中央卸売市場が整備

されて大量流通が可能となったこと，③小

売段階で大型スーパーが出現してきたこと

があげられる。以下，①②③について少し

詳しくみていく。

（１） 大型産地育成の政策的支援

まず，政策的支援による大型産地の育成

である。60年代に生鮮食料品価格高騰は社

会問題になり，その主な要因は需要の増大

に対して生産と流通が対応できなかったた

めに野菜価格が高騰したことにあるとされ

た（戸田［1989］）。当時，野菜の供給体制

は都市近郊産地中心であったが，工業化や

都市化に伴う野菜作付面積の減少に加え

て，都市近郊の零細生産者の作付は不安定

であり，このような供給体制を改善するこ

とが課題となった（勝賀瀬［1974］）。そこ

で，野菜の集団産地を育成し，価格を安定

化することを目的に，66年に野菜生産出荷

安定法が制定された。この制度では，消費

量の多い野菜品目を指定野菜に（当初は６

品目，現在14品目に拡充），大都市とその周

辺を指定消費地域に指定し，指定野菜の価

格が著しく低落した指定産地の登録出荷団

体（連合会や農協）の生産者に補給金が交

付される。そして，指定産地の要件は，①

当該指定野菜につき一定規模以上の作付面

積を有すること，②指定野菜について当該

地域からの出荷量のうち指定消費地域への

出荷量が２分の１以上であること，③指定

野菜について共同販売組織による出荷量が

当該地域全体の出荷量の３分の２超である

こと，の３点である。このような政策的支

援は，少数品目に特化して出荷規模を拡大

し共同販売するインセンティブを産地に与

えるものである。

一方産地側でも，少数品目に特化した産

地形成は，産地内で栽培に関する技術革新

を誘発しやすく（香月［2005b］），また品目

を絞って一定規模を確保することにより，

選別や包装等流通にかかる作業を外部化す

ることができるため，流通費用の低減を期

待できる（香月［2005a］）。

さらに，出荷規模を拡大し同一卸売市場

での占有率を高めることにより，産地の価

格交渉力を強めることができる（堀田

［1974］）。

（２） 中央卸売市場の整備と卸売業者の

取引志向

次に，流通面での中央卸売市場の整備で

ある。大量出荷と大量消費に対応するため

に，63年決定の生鮮食料品流通改善対策要

綱，および71年施行の卸売市場法を受けて，

青果物流通の要となる中央卸売市場の整備

が進められた（細川［1999］）。この結果，

中央卸売市場数は55年の27市場から65年に

は52市場へと25市場増加し，さらに75年に

は80市場へとさらに28市場増加した（農林

１　大量出荷戦略の背景
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水産省［2008］）。

卸売業者が受け取る卸売手数料は定率で

あり，出荷単位が大きいほど，同じ費用で

より多くの取引を成立させ，より多くの手

数料収入が得られるために，取引の効率性

は高くなる（堀田［1974］）。

そのため産地育成を目的として卸売業者

が産地に支払う出荷奨励金は，大型出荷産

地に手厚く支出されている（細川［1993］）。

（３） スーパーの出現とその仕入志向

第３に小売段階でのスーパーの出現であ

る。70年代を通じて食の外部化は徐々に進

みつつあったものの，野菜の出荷量のうち

加工向け以外の生食用の割合は75年で

77.3％，80年でも72.4％と大半を占めてい

た（農林水産省『野菜生産出荷統計』主産県

の指定野菜14品目計の出荷量に占める生食用

の割合）。そして消費者の野菜の購入先と

して60年前後から大都市を中心にスーパー

が出現し，消費者の野菜購入金額全体に占

めるスーパーからの購入金額のシェアは74

年で28.0％，79年には41.2％へと高まった

（総務省（旧内閣府総務庁）『全国消費実態調

査報告』）。

スーパーのような大口需要者の仕入先は

大都市の中央卸売市場のような大規模卸売

市場であり，大規模卸売市場における単価

は地方卸売市場に比べて高い（荒木［2005］）。

さらに，スーパーの産地選択基準の第１は，

特売に対応できる数量を確保できることで

あり（斎藤・三原［2004］），従ってスーパ

ーを取引先にもつ仲卸業者も大規模産地を

高く評価することになった。

この結果，同一品質，同一時期であって

も，中央卸売市場での評価が高い大規模産

地の出荷物は中小規模産地に比べて売上単

価は高くなる構造が生まれていた。

（４） 出荷規模を軸とする産地間競争の

帰結

産地大型化によって得られる政策的支援

や生産面・流通面での効果により，大量出

荷は産地にとって有力な戦略として位置づ

けられたものと考えられる。出荷物の価格

は無条件委託した卸売市場で決まるため

に，農協系統は仲卸業者や買参人と直接的

に価格交渉できない。販売面で農協系統が

有利販売のために取り得る主な選択肢は，

卸売市場の選択と出荷数量の拡大に限られ

る。堀田（1974）が指摘しているように，

一度，卸売業者を決定すれば，産地の立場

を強めるために，その卸売業者への出荷数

量をいかに増やしてシェアを高めるかに注

力することになろう。

このような出荷規模を軸とする産地間競

争の結果，大規模産地が生産の大部分を担

うようになり，小規模産地での生産が後退

したと指摘されている（堀田［1974］，荒木

［2006］）。

前述したように，卸売市場は，野菜の需

要と生産の拡大に応じた大量流通のために
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２　農協共販と卸売市場を中心と

する従来型の生産・流通システム
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前述したように，60年代以降，野菜の需

要拡大に応じて，同質な消費ニーズを前提

に大量生産，大量流通，大量消費の構造が

形成された。しかし，80年代に入って野菜

の国内消費量は停滞し，87年をピークにし

て次第に縮小傾向が鮮明になってきた。

一方で，ライフスタイルや食に対する価

値観の多様化によって，以下のように野菜

消費も多様化し，市場を細分化する方が適

切に対応できるようになってきた。

第１に，簡便化志向を背景に消費形態と

して食の外部化が進展した結果，加工・業

務用需要が拡大した。藤島・小林（2008）

によると，主要な野菜13品目合計に占める

加工・業務用需要は90年で51％，2005年に

は55％と，家計消費用需要を上回って過半

を占めるようになった。

第２に，価格面でも消費者の志向が多様

化してきたことである。価格帯の多様化に

ついて所得階層別に生鮮野菜の購入単価を

みると，80年において最も単価が高い層で

は最も低い層の1.08倍であったが，90年に

1.13倍，08年には1.14倍に拡大している

（総務省『家計調査年報』）。とくに，トマト

では80年の1.07倍から08年には1.22倍に，

同じくかんしょでは1.08倍から1.24倍とな

ったのが目立つ。また，ほうれんそうでは，

中国産冷凍ほうれんそうの残留農薬問題が

発生する前の01年は1.05倍だったものの03
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整備され，野菜流通の大宗を担うようにな

った。近年，卸売市場流通にも変革がみら

れるが，農協共販と卸売市場を中心とする

大量生産・大量流通・大量販売に適した生

産・流通システム（以下「従来型の生産・

流通システム」という）は，おおよそ次の

ように集約できる。すなわち，生産部会は

出荷物の斉一化，農協系統は営農指導，物

流，卸売市場への分荷，出荷と代金決済に

かかる事務等を担い，卸売市場関係者が価

格形成，実需者への販売と代金回収を担当

するという分担関係である。

大量出荷の観点からみれば，個別農家の

出荷物を共同販売するには，出荷物を斉一

化することが不可欠である。そのために，

生産部会で部会員が参加し事前に出荷規

格・品質基準を目視で確認する目ぞろえ会

を行ったり，集出荷場に出荷されたものを

生産部会や農協が検査する体制が敷かれて

いる。

また，個別農家の分散した出荷物を効率

よく集出荷する必要があり，検査や物流の

効率性向上，情報一元化など集出荷機能を

高めるため，農協段階において集出荷施設

の設置も進められた。また，出荷予約情報

も分荷を行う経済連（あるいは農協）に集

約され，その分荷指図に基づいて農協集出

荷場から出荷するという体制が整備されて

いた（諏訪［1983］，慶野［1993］）。

３　野菜販売における

市場細分化戦略の背景
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年には1.12倍に拡大し，その後もほぼ同水

準で推移している。安全・安心に対する志

向の違いがうかがえる。

また，スーパーでも，エブリデイ・ロ

ー・プライスを標榜する小売チェーンもあ

れば，高級スーパーも存在する。

これらは，低価格を志向する層と多少高

くても安全で高品質のものを購入する層と

いうように，志向の異なる消費者層が存在

することを示している。

第３に，小売段階での野菜の差別化が求

められるようになったことである。小売段

階では野菜購入先に占めるスーパーのシェ

アは04年には67.6％に拡大した（総務省

（旧内閣府総務庁）『全国消費実態調査報告』）。

しかし，近年はスーパー間の競争が激化し，

仕入を集約して価格交渉力を強める一方

で，インショップやプライベートブランド

等での差別化がみられるようになった。98

年には甘楽富岡農協がスーパーの東京都内

店舗にインショップの出店を始め，また，

BSE発生によって食の安全性に対する信頼

が揺らいだことを受けて，02年にはイトー

ヨーカドーがトレーサビリティに対応した

「顔がみえる野菜」の販売を始めた。

これらの外部環境の変化に加えて，第４

に，産地内部でも小規模零細農家や農業法

人経営のように生産者の異質化が生じてい

る。市
（注２）

場を細分化し特定のターゲットに，

異質化した生産者を対応させために，生産

部会を機能別組織へと再編成することが求

められるようになったのである。

しかし，従来型の生産・流通システムで

は，実需者の特定とそのニーズの把握に弱

点があり，ターゲットを明確にした販売が

難しい場合も少なくない。例えば，生産し

販売する過程で，実需者ニーズや発注見込

み等の情報を正確かつ迅速に把握するため

に，産地が実需者と直接情報交換する必要

も生じるだろう。とくに業務用の場合は，

家計消費用と異なる品種や出荷規格等の商

品特性，および安定供給が求められる。

これゆえ，市場細分化戦略のための研究，

企画，生産，営業，宣伝，物流，債権管理

といった一連のシステムにおいて，生産者，

農協系統や中間事業者には，従来型と異な

る機能が求められる。また，それを支える，

人，モノ，カネ，情報といった経営資源も

異なるものが必要となろう。以下では，３

つの中小規模生産部会の事例により，市場

を細分化しターゲットを明確にした販売戦

略とその生産・流通システム，およびそれ

を支えるそれぞれの役割について整理した

い。

（注２）生産者の異質化とそれに応じた生産部会の
再編については石田［1995］を参照。

（１） 遠州中央農協ときめき野菜部会の

事例

まず，外食・中食業者をターゲットに中

国野菜を供給する静岡県の遠州中央農協と

きめき野菜部会の事例を紹介する。この事
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４　中小規模産地における

市場細分化戦略とその

生産・流通システム
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例の販売戦略の特徴は，ちんげんさい等の

中国野菜を中心に約20品目と品ぞろえを充

実させ，中華料理店をはじめとする外食・

中食の業務用に販売している点である。

これにより，全ての品目がそろうわけで

はないが，実需者にとっては１つの産地で

複数品目を商談することができるために取

引先を少なくでき，仕入業務を効率化でき

る利点がある（第１表）。

ａ　多品目野菜の生産・流通システム

本事例において，多品目の生産・流通シ

ステムを確立したプロセスと，維持するた
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めの仕組みは次のようなものである。

（ａ）多品目周年供給を目指した体制構築の

プロセス

現在の多品目の生産・販売システムの基

盤は，前身の旧豊田町農協の小もの野菜生

産部時代に遡ることができる。その生産・

流通システムは，多品目の中国野菜を計画

的に生産し，中華料理店に供給するという

販売戦略に基づき確立されたものである。
（注３）

小もの野菜生産部では，上記の戦略に基

づき常時12～20品目の野菜を供給する体制

が構築されていた。その方法は，部内に10

販売戦略 

資料　聞き取り調査, 大杉（１９８２）, 大杉（１９８３）, 犬塚・宮崎（１９８８）により作成 

第1表　事例における生産・流通システムとその基盤の概要 

常総ひかり農協：契約レタス部会 

主なターゲット 

実需者 取引の 
価値 

生産者 

業務用に適した品種・規格のレタス
を業務用に契約取引で安定供給 

外食業者・中食業者 

業務用に適した商品を安定的に
調達 
 
 

収入の安定性向上 

・業務用の出荷規格・品質基準へ
の対応（大玉品種, 収穫後洗浄処
理） 
　・作付前に技術講習会 
　・定植後の圃場で栽培上の注

意点を研修 
　・目ぞろえ会 
・安定出荷体制 
 ・余裕作付 
　・生育状況を加味して出荷数

量を割当 
　・大きな天候変動等の非常時に
は即日臨時総会で対応協議 

　・部会員の体調や慶弔には, 他
の部会員が補完 

 

・全農茨城県本部が常総ひかり農
協と協力して契約取引に適した
組織の立ち上げ 
　・安定価格志向の部会員 
　・旧農協を範囲とする少人数

の組織 
・農協での営農指導と販売の兼
務体制 

生産・流通 
システム 

生産・流通 
システム確立 
の基盤 

遠州中央農協：ときめき野菜部会 

多品目の中国野菜を業務用に周
年供給 

外食業者（中華料理店等）・中食業者 

１産地で複数品目の品ぞろえがで
き, 仕入業務の効率化 
 
 

先発優位性を享受 

・多品目周年供給体制 
　・部会内小グループに品目割当 
　・技術の共有化 
・地域限定品種を導入して優位
性を長期化 
・需要創造と販路開拓（卸売市場
の機能も活用） 
　・スーパー等で試食宣伝 
　・自ら販路を開拓して実需者と
直接情報交換 

　→メニュー改変情報入手迅速化, 
多品目や規格等の商品提案 

 
 
 
 

・零細農家が品質高位平準化の
ために技術共有化 
・旧磐田青果販売連時代から蓄
積された経験やノウハウを生か
す体制 

あいち海部農協：エコ部会 

食品リサイクル事業を通じて, 産
地と実需者の協力関係を構築 

大手スーパーの地元店舗 

食品リサイクル法で義務付けられ, 
自社の環境方針に定めている食
品リサイクル率向上課題の解決に
寄与 

安定した販売先の確保 

・食品リサイクルに関する消費者
の理解を促進 
　・専用コーナーで事業, 生産者
を紹介, 生産者による試食即
売会 

　・圃場での消費者と生産者と
の交流会 

・周年で多品目の品揃えにより専
用コーナーの売場としての価値
向上 
・生産者のメリット向上 
　・スーパーが買取り 
　・中心等級以外も取引 
　・コンテナ出荷でコスト削減と

ゴミ抑制 
　・直売所で需給調整 

・食品リサイクル事業に賛同した
部会員 
・あいち海部農協とスーパーが
直接情報交換できる体制 
・愛知県経済連がコーディネート 



ここに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。

人程度の小グループを設けて，各小グルー

プに数品目を割り付け，小グループ内では

部員の労働力の保有状況等を加味して品目

を割り当てるというものである。この方法

は多品目化する過程では機能を発揮した

が，一定の品ぞろえが整った現在では実施

されていない。

加えて，技術の高位平準化のために，主

要品目については部会員の中に研究委員を

配置し，品種の圃場試験，出荷規格・品質

基準の目ぞろえ，月１回の圃場巡回等を行

っている。また，集出荷場等で日常的に情

報交換を行い，成功例だけでなく，失敗例

も共有化している。

多品目の中国野菜の周年供給を個別農家

が単独で実現することは難しいと考えられ

る。生産部会として生産者を組織化したか

らこそ，多品目の供給体制を構築できたと

いえよう。

（ｂ）地域限定品種を導入して先発優位性を

長期化

80年代の中華料理ブームも追い風とな

り，農協として初めて産地化した当部会の

ちんげんさいは，鮮度保持の工夫や銘柄の

確立により比較的高い単価で取引され，先

発の優位性を享受してきた。しかし，近年，

大型産地がちんげんさい生産に参入したた

め，優位性が次第に縮小してきた。そこで

先発優位性の長期化をねらいとして，07年

から，磐生福立菜（ばんせいふくたちな）

や磐生白菜（ばんせいぱくちょい）という

磐生（磐
．
周地域生

．
まれ）を頭につけた品種

を導入している。生産部会が種苗メーカー

と協力して開発した品種であるため，一定

期間，種の供給は当部会に限定される。い

ずれ解禁されるものの，それまで独占でき，

技術を蓄積することができる。

（ｃ）多品目の野菜の需要創造と販路開拓

当地域における中国野菜の取扱いは，75

年に旧豊田町農協で，農家の女性の副業と

して軽作業で生産・出荷できるちんげんさ

い生産を指導したのが始まりである。しか

し，主要卸売市場に出荷できるようになっ

たのは79年である。当時はちんげんさいの

調理方法が普及していなかったためであ

る。その間，農協の生活指導員が開発した

オリジナルレシピをもとに，生産者や，磐

田青果物漬物販売連合会（以下「磐田青果

販売連」という）と農協の職員がスーパー

での試食宣伝や料理講習会を繰り返し実施

した。前述した磐生野菜のように新しい品

目や品種の野菜の販売においても，まず試

食宣伝で調理方法を普及させ需要を創造す

るというマーケティング手法は受け継がれ

ている。

現在の販売チャネルは，ときめき野菜部

会の90％以上，ちんげんさいに限るとほぼ

100％が卸売市場を経由した取引である。

その中で近年は，農協が販路を開拓して実

需者と直接に取引条件を設定し，卸売市場

の物流と代金決済機能を活用する取引が増

えている。

実需者に直接アプローチする理由は，メ

ニュー改変の情報を早めに入手して，販売
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（注３）旧豊田町農協の小もの野菜生産部について
は，大杉（1982），大杉（1983），犬塚・宮崎
（1988）を参照。

（２） 常総ひかり農協契約レタス部会の

事例

次に，ターゲットを明確化し，そのため

の部会を組成して対応している茨城県の常

総ひかり農協契約レタス部会の取組みを紹

介する。この事例の販売戦略の特徴は，外

食・中食の業務用の実需者を主なターゲッ

トとし，卸売市場と卸売市場外のチャネル

を併用しつつ，業務用に適した規格や品質

のレタスを，契約取引によって安定的に出

荷するというものである。

ある中食業者との取引では，全農茨城県

本部が主体となって契約を取りまとめ，産

地での出荷単位（数量）と実需者への納品

単位（重量）との調整や産地リレーのため，

商社も介在している。
（注４）

取引先である外食・中食業者にとって

は，業務用に適した商品を安定的に仕入れ

ることができる利点がある。一方，生産者

にとっても，安定した収入が見込めるため

経営の計画性を高めることができる。後継

者を確保でき，事業の持続性につながって

いる。

ａ　契約取引を継続するための生産・流通

システム

業務用をターゲットとした戦略では契約

取引を継続することが重要である。契約取

引を継続するための生産・流通システムは

次のようなものである。
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計画や生産計画に反映させる必要があるこ

と，１つの品目の取引をきっかけに他の品

目を提案できるという多品目産地の強みを

生かせること，規格の簡素化やバラ出荷等

の商品企画を提案できること，である。

ｂ　生産・流通システム確立の基盤

多品目の生産・流通システムを確立でき

た産地側の基盤として次の点が注目される。

（ａ）生産部会の役割

多くの野菜の栽培技術を高めるために，

部会員同士は常に情報交換を行っており，

品目の割当や栽培技術の向上といった生産

面で生産部会が果たしている役割は大き

い。この背景には，部会員のほとんどが零

細農家であるため，単独の農家では販売す

ることが難しい環境にあり，共同販売する

ために技術の共有化が習慣化していること

がある。

（ｂ）農協の機能

前述したように，当農協では自ら販路を

開拓したり，実需者と交渉する方式が定着

している。これは，農協合併前に管内の青

果物販売を担当していた磐田青果販売連で

蓄積された経験やノウハウが基盤となって

いる。

農協は合併時に磐田青果連を吸収した

が，磐田青果連出身の職員は営農指導と販

売事業の両方を兼務し，また，継続的に専

門性を生かせるように人事配置されてい

る。
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ｂ　生産・流通システム確立の基盤

契約取引の生産・流通システムを確立で

きた産地側の基盤として次の点が注目され

る。

（ａ）組織の立ち上げ

上述のように契約取引は，個々の農家が

単独で取り組むことは容易ではなく，生産

者同士の協力，農協や全農県本部の支援が

不可欠である。換言すれば生産者組織の成

果が大きい取引形態といえる。しかし単に

農家を組織化しただけで契約取引のシステ

ムを確立できるわけではなく，契約志向の

少数の生産者を組織化することがポイント

である。本事例に限らず，この方法は，全

農茨城県本部が安定供給に適した組織形態

として，農協と協力して立ち上げてきたも

のである。このような組織形態には次のよ

うな強みがある。

（ｂ）迅速な意思決定と協力体制

当部会の部会員は，石下地区センター

（合併前の旧農協）管内の９人である。比較

的狭い範囲の少人数の部会であることは，

不測の事態にも迅速に対応でき，また仕組

みを支える強固な協力関係の構築にも寄与

していると考えられる。

迅速な対応については，自然災害の被害

を受けた際に臨時総会を開く場合にも，地

区センター範囲であるため距離的に参集し

やすく，また少人数で合意形成しやすいた

め，意思決定が速い。

また個々の農家では出荷対応できない場
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（ａ）業務用の出荷規格・品質基準への対応

業務用レタスとして要求される規格や品

質は特殊なものであり，例えば，品種は家

計消費用に比べて大玉のものであり，収穫

後も切り口の処理や真空予冷処理が必要で

ある。

このような要望に応じるために，部会員

全員が参加して，作付前には県農業普及機

関と連携して技術講習会を開催したり，定

植後出荷前の期間に栽培上の注意点を確認

する現地研修会を複数回開催している。ま

た出荷規格や品質基準の確認は，目ぞろえ

会以外に，出荷期間に毎週開催する定例会

でも徹底している。

（ｂ）契約取引のための安定出荷体制

契約取引に基づいて安定的に出荷するた

めに，当部会では天候変動等による単収減

を想定した面積を作付けている他，生育状

況をこまめに把握し，これに基づいて各部

会員に出荷数量を割り当てている。また自

然災害の被害を受けた場合には即日に全員

が集合して対応を協議している。

とくに生産・出荷の過程において部会員

同士が緊密に協力していることは特筆すべ

きである。例えば，生育状況を加味して数

量を割り当てているが，冠婚葬祭や体調不

良等により出荷できない部会員の分は，他

の部会員が全員で補い合っている。冠婚葬

祭や体調不良は日常の社会生活を営む上で

避けては通れない。それを補い合う仕組み

は，定量を一定期間続けて出荷するために

は欠かせないものである。



ここに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。

合にも部会員同士の協力で補っている。こ

のような協力関係が築かれている背景に

は，互いの状況を理解しやすい環境が大き

く影響していると考えられる。すなわち圃

場や住居が比較的近くにあり，頻繁に開か

れる全員参加の会合や部会員共通の趣味を

通じて，密接なコミュニケーションが図ら

れている。

当部会を構成する部会員は，契約取引に

よって農業経営の安定性が高まると期待

し，農協からの提案に応じた専業で大規模

に経営する生産者である。市況の一時的な

高騰よりも，安定した価格のメリットを重

視している。このような部会員は，契約取

引の継続にかかわろうとする意識は強くな

ると考えられる。

（ｃ）農協での営農指導と販売の兼務体制

農協担当者は，数年前から品質基準の遵

守等に関する誓約書の提出を部会員に要請

している。作付面積の拡大に伴い作業量が

増加し，作業が粗雑になる懸念があるため，

部会員の意識を高める必要があると，担当

者が判断したためである。部会員の状況に

応じた助言は，品質を維持しながら，作付

面積を拡大するために欠かせないものとい

える。

このような農協担当者の対応の背景に

は，当部会の事務局として営農指導と販売

を兼務し，生産者の状況だけでなく実需者

のニーズも把握していることが影響してい

ると考えられる。

（注４）農林水産省・独立行政法人農畜産業振興機
構（2009）「平成20年度国産野菜の生産・利用拡
大優良事業者表彰式典」資料参照。

（３） あいち海部農協エコ部会の事例

最後に特定のスーパーをターゲットに部

会を組成して対応しているあいち海部農協

エコ部会の事例を紹介する。本事例の販売

戦略の特徴は，食品リサイクル事業を通じ

て，生産部会であるエコ部会，あいち海部

農協，愛知県経済連が，取引先である大手

スーパーと相互協力の関係性を構築してい

ることである。生販提携の一形態ともいえ

る。

取引先であるスーパーにとっては，法律

で義務付けられ，自社の環境方針に定めて

いる食品リサイクル率を高めるという課題

を解決でき，生産者にとっては安定した販

売先の確保という点でメリットが大きい
（注５）

。

ａ　食品リサイクル事業の概要

本事例における食品リサイクル事業の概

略をみると，まず東海地方を中心に小売チ

ェーンを展開する大手スーパーの店舗で分

別し排出した食品残渣物を堆肥製造業者が

堆肥化する。これに牛糞堆肥を混合して食

品残渣混合家畜糞堆肥を製造し，エコ部会

員の圃場に施用する。そこで生産した野菜

を大手スーパーが買い取り，地元店舗のエ

コ部会専用コーナーを設けて販売するとい

うものである（第１図）。
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（ｂ）売り場としての価値向上

食品リサイクル野菜専用コーナーの売り

場としての価値，つまり集客力を高めるた

めには，周年で多品目の品ぞろえをするこ

とが不可欠である。48品目まで増やし品ぞ

ろえを充実させてきた。

（ｃ）食品リサイクルに取り組む生産者の

メリット向上

一般的に，インショップへの出荷の場合，

直売所と同様に，閉店時の残品は生産者が

引き取る取り決めになっている場合が少な

くない。本事例では，出荷したものは1週

間単位で事前に値決めしてスーパーが買い

取っている。売れ残りのリスクをスーパー

側が負担することにより，生産者は安心し

て食品リサイクル事業に取り組めるように

なっている。

また，通常スーパーと直接取引する場合，

取引規格は中心等級に限られるという問題

が生じる。この事例では，比較的幅広い規

格を商品化できるようにしている。
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ｂ　食品リサイクル事業の持続性を高める

ための生産・流通システム

本事例において食品リサイクル事業が継

続されているのは，生産・流通システムに

次のような事業の持続性を促す仕組みが組

み込まれているからである。

（ａ）食品リサイクルに関する消費者の

理解促進

本事例の食品リサイクル事業は，生産し

た野菜を消費者が購入することで完結す

る。食品リサイクルに関する消費者の理解

を促すために，スーパーの地元店舗に食品

リサイクル野菜（エコ部会）の専用コーナ

ーを常設して，野菜とともに，食品リサイ

クルの仕組みとそれに参加するエコ部会員

を紹介している。さらに，エコ部会員は年

に数回専用コーナーで試食即売会を実施し

たり，圃場で消費者との交流会を開催して

いる。

第1図　食品リサイクル事業の仕組み 

資料　聞き取り調査により作成 

JAグループ 

あいち海部農協 

・堆肥に牛糞を混合 
・エコ部会員の圃場に
運搬 
・エコ部会に品目提案 
・大手スーパーとの販
売提案・交渉 

エコ部会 

・堆肥を施用して野菜
を栽培 
・品目数の増加 
・専用コーナーでの試
食販売 
・消費者との圃場での
交流会 

大手スーパー 

・食品残渣を分別して
排出 
・エコ部会の野菜を地
元店舗の常設専用コ
ーナーで販売 

堆肥製造業者 

・食品残渣から堆肥を
製造 

愛知県経済連 

・全体の企画とコーディ
ネート 
・堆肥成分の研究・指導 
・農協の販売支援 



さらに，コンテナ出荷で資材費用もゴミ

の発生も抑えられている。

加えて，生産者は安定的に供給するため

に余裕作付を行っているが，スーパーとの

契約を超えた収穫分は，個々の生産者が農

協の直売所に出荷している。直売所は，需

給調整の機能も果たしている。

ｃ　生産・流通システム確立の基盤

このような生産・流通システムを確立で

きた産地側の基盤として次の点が注目され

る。

（ａ）エコ部会の役割

エコ部会の部会員は，04年に愛知県経済

連から本事業の提案を受け，当農協が直売

所の生産部会員を対象に募集したのを受け

て，食品リサイクル事業の趣旨に賛同して

参加した生産者である。そして部会員の出

荷に対する責任感を醸成し，部会員同士で

補い合う体制を構築するために生産部会を

組織した。

生産部会の機能は品目を増やす際に発揮

された。直売所出荷の場合，生産者は個々

の判断で出荷する品目を選択する。例えば，

前年出荷した品目を当年出荷しなくてもと

くに問題にはならない。しかし本事業では，

大手スーパーの販売店舗にエコ部会の専用

コーナーが設けられており，売り場の集客

力を高めるために品ぞろえは不可欠な要素

である。とはいえ他から調達できないため，

農協の指導に基づいて部会員同士で品目を

調整したり，部会員が農協に提案して品目

数を充実させてきた。

（ｂ）農協・経済連の役割

品目数を充実させる過程で農協はスーパ

ーでの販売情報に基づいて部会員を指導し

たり，部会員の意向を受けてスーパーに提

案している。このような指導や提案は，農

協がスーパーと直接情報交換できることで

可能となっている。

また，愛知県経済連は食品リサイクル事

業を核とする生産・流通システムを企画提

案し，関係者をコーディネートして進めて

きた。具体的には，大手スーパーに残渣物

の分別方法を示し，堆肥製造業者に農業で

使用可能な堆肥成分を指導し，実験圃場で

試験栽培を行い，部会員に堆肥を使用した

栽培方法を指導し，農協に出荷規格・品質

基準の設定をはじめ販売面で支援した。

（注５）本事例の食品リサイクル事業は，食品リサ
イクル法（食品循環資源の再生利用等の促進に
関する法律，以下「食品リサイクル法」という）
に基づく事業である。食品リサイクル法とは，
食品廃棄物等の排出の抑制と資源としての利用
を推進するために2000年に制定された。食品製
造業者，食品卸業者，食品小売業者，外食業者
には，毎年，再生利用等実施率について目標が
設定されている。

（４） ３事例にみる農協生産部会と農協

系統営農販売事業の機能高度化

以上のように事例に示した生産・流通シ

ステムにおける生産部会や農協系統の営農

販売事業の機能は従来型とは異なってい

る。

生産部会の機能についてみれば，従来型

の生産・流通システムでは，出荷規模拡大，
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そのための技術の平準化と出荷規格・品質

基準の斉一化において機能を発揮してい

る。これに加えて，新たな生産・流通シス

テムにおいては，ターゲットである実需者

ニーズに対応した栽培方法，多品目の品ぞ

ろえや契約取引のシステムの確立，および

実需者との協力関係の構築においても機能

している。これらの機能を発揮できた背景

には，戦略に適合的な部会員と組織形態が

存在していることがあげられる。

一方，農協系統が担っている機能につい

ても，従来型の生産・流通システムにおけ

る，営農指導，集荷や分荷だけでなく，企

画，生産部会組成，営業，宣伝，需給調整

や債権管理等にまで拡張している。それを

実現した背景には，農協と経済連や全農県

本部との協力体制，経験やノウハウを蓄積

しそれを生かす仕組みが存在している。

最後に，市場細分化戦略に基づく生産・

流通システムを移行する際に，農協系統と

生産部会が克服すべき問題点と課題をまと

めておく。

前述したように中小規模産地は，出荷規

模を基準とする競争では苦戦を強いられた

ものの，野菜消費と生産者の多様化により，

市場を細分化しターゲットを明確化する方

がニーズに適切に対応できるようになって

きた。これにより産地における販売戦略の

選択の幅はひろがってきたとみられる。し

かし，同質な需要を前提とする従来型の大

量出荷の販売戦略に基づく生産・流通シス

テムから，市場細分化戦略に基づく新たな

生産・流通システムに移行するにはさまざ

まな問題点や課題があり，それらを克服す

る必要がある。最後に，想定される問題点

を５点ほどあげておきたい。

第１は，販売戦略の移行に関することで

ある。既存の生産部会において販売戦略を

一度に移行できない場合，従来型の大量出

荷戦略と市場細分化戦略を併用しなければ

ならない。それぞれの取引先が異なる場合

には，戦略の性質として，大量出荷戦略は，

市場細分化戦略と両立することが難しくな

ろう。市場細分化戦略に基づく出荷によっ

て，大量出荷戦略に基づく出荷量が減少し

て優位性が低下し，また大量出荷による流

通の効率性が低下してしまうからである。

第２は，既存の取引先との関係である。

とくに生産部会員と卸売市場関係者との間

には長年の取引によって築き上げられた人

間関係があり，取引先の変更が容易でない

場合もあろう。また，既存の取引先が担っ

ていたすべての機能を産地側で代替するこ

とが困難な場合もあり，既存の取引先の機

能を活用しながら，システムを移行するこ

とになる。いずれにしても，販売戦略を移

行する場合には，既存の取引関係を再検討

することが必要になろう。

第３は，生産者の意識に関することであ

る。一般的に，卸売市場を主なチャネルと

する生産者の場合，契約意識が定着してお

らず，契約取引を始めても，卸売価格が高
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５　販売戦略と生産・流通

システムの移行の課題



騰した場合には契約通りに供給できないと

いう問題が生じることになる。

上記３点への１つの対応策としては，事

例に示したように，既存の生産部会とは別

に組織化することが有効である。組織化に

際しては生産者と組織形態を販売戦略に適

したものにすることがポイントとなろう。

第４は，新しい生産・流通システムが定

着するまでに時間がかかることである。事

例に取りあげた生産・流通システムでは，

生産部会，農協や経済連・全農県本部の機

能は高度化している。それを実現するには

人材，経験やノウハウが必要である。外部

から経験者を採用するか，内部での育成に

より人材を確保することが必要である。ま

た獲得した経験やノウハウを蓄積して専門

性を高める必要があり，それを人事配置で

支えることも重要となろう。

第５に，従来型の生産・流通システムと

は異なるリスクを生産者や農協系統が抱え

ることである。例えば，契約取引の場合に

は契約履行に関する天候リスクがあり，市

場外取引の場合には代金回収リスクがあ

る。加えて市場細分化戦略における取引は，

ターゲットとした業界動向の影響をより直

接的に受けることになろう。このため，卸

売市場の機能を活用したり，業界動向や取

引先情報の収集など，リスクマネジメント

の強化も課題となろう。

本稿では，60年代以降の野菜の需要拡大

期に形成された販売戦略とその生産・流通

システムを概観した上で，その後，80年代

に入り野菜全体としては需要が縮小する中

で，野菜消費が多様化したことに対応して

市場細分化戦略を採用している生産部会と

農協系統の取組みを紹介した。その中で特

定のターゲットに集中して対応することが

比較的容易と考えられる中小規模の生産部

会の取組みに注目した。大規模産地につい

てみれば，出荷する卸売市場を集約したり

（小林［1999］），農協合併に伴って旧農協ご

とに存在した生産部会を統合して（尾高

［2008］），卸売市場対応を中心とし，そこ

でのシェアを高める方向にある。また，大

規模産地でも，卸売市場の機能を活用しな

がら細分化した市場の単一あるいは複数に

対応する動きがみられる。この場合の生

産・流通システムは，中小規模産地とは異

なるものと予想される。他方，農協がコー

ディネートして大規模農家が個別に細分化

市場に対応する動きもみられるが，この場

合にも独自の生産・流通システムが存在し

ていると思われる。大規模産地や個別農家

における変革については今後の調査課題と

したい。
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